
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

→令和７年４月 11日に農林水産省から今後の水田政策の見直しの 

 方向性が示され、５年水張りルールについても見直しがなされま 

した。 

 

 

 

    水稲の作付けが可能な「田」の農地について、連作障害を回避する 

取組を行った場合、水張りを行わなくても交付対象とします。 
 

     【連作障害を回避する取組の具体例】 

     ※以下のいずれかを行った場合、交付対象とします。 

     ① 土壌改良資材の施用：石灰、ようりん、ケイカル など 

② 有機物の施用：堆肥、有機質肥料、米ぬか、おがくず など 

③ 土壌に係る薬剤の散布：土壌消毒剤、除草剤 など 

④ 後作緑肥の作付：ヘアリーベッチ、レンゲ、ソルガム など 

⑤ 病害虫抵抗性品種の作付：各種病害虫の被害を軽減する品種 

 
 

    【具体的な確認方法】 

毎年、10月頃にお送りする「作業日誌」にて 

連作障害回避の取組項目を設けます。 

該当する項目に〇をつけることで、水張りを行わなくても交付対象とします。 

     ※別紙「作業日誌（見本）」をご確認ください。 

 

 

 

 

令和８年度の５年水張り要件の変更について 

５年水張りルールはどうなったの？ 

令和８年度はどうなるの？ 

【問合せ先】 明石市 農業政策課 TEL：078-918-5017 



 

作 業 日 誌 

 

 近畿農政局長 様 

 

 

 

 交付申請を行う下記の作物について、適切に肥培管理等の作業を行いました。つきましては、経営所得安定対策産地交付金の交付対象作物に 

関して、下記の事項を報告します。 

 
 

 
 

出荷先 ① □ 農協（             ） □ 市場    □ その他（             ） 

出荷者の名義 ② □ 申請者と同じ  □ それ以外 【氏名         住所                   】 

出荷者と申請者の関係 ③ □ 本人   □ 同居親族  □ 別居親族  □ それ以外（          ） 

 
 

1／2 

住  所 明石市〇〇町××1-5-1 

氏  名 明石 太郎 

農  会 明石 農家コード  

作物名 とうもろこし 作付面積 10.0 ａ ほ場地番 明石市〇〇〇町×××１－１ 

必須技術 耕地・整地 播 種・苗植え付け その他 収穫日（収穫予定日） 出荷日（出荷予定日） 

実施日 
令和   年 

/  ～  / 

令和   年 

/  ～  / 

令和   年 

/  ～  / 

令和   年 

/  ～  / 

令和   年 

/  ～  / 

□ 出荷なし 

５年水張りルールへの対応 

（連作障害を回避する取組） 

右記のいずれかに〇を付けてください(複数可) 

石灰、ようりん、ケイカル、除草剤、土壌消毒剤、緑肥、ヘアリーベッチ、レンゲ、 

病害虫抵抗性品種の導入、防虫ネット、堆肥、有機質肥料、その他（        ） 

その他技術内容  

その他作物 

令和８年度経営所得安定対策産地交付金 

見 本 

（連作障害については、裏面をご確認ください。） 



 

 

 

連作障害を回避する取組の具体例 

※以下のいずれかを行った場合、交付対象とします。 

※当該作業に用いた資材の入手状況が分かる購入伝票等を保管ください（購入伝票の提出は不要です）。 

 

【土壌改良資材・堆肥やもみ殻などの有機物の施用】 

土壌改良資材：石灰、ようりん、ケイカル など 

有機物の施用：堆肥、有機質肥料、米ぬか、おがくず など 

 

【土壌に係る薬剤の散布や後作緑肥の作付、病害虫抵抗性品種の作付け等】 

土壌に係る薬剤：クロルピクリン、D-D、MITCなどの成分を含む土壌消毒剤、カラスムギなど連作で問題となる 

難防除雑草に効果の高い除草剤 など 

後 作 緑 肥  ：ヘアリーベッチ、レンゲ、ソルガム など 

病害虫抵抗性品種：連作により発生が助長される各種病害虫の被害を軽減する品種 

各種品目のシストセンチュウ、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウの抵抗性品種 

 

 

 


